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豊島区自転車走行環境計画の策定にあたって 

 

 
 

本区は、2016年に「第二次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」を策定いたしました。 

この計画は、2016年からの 10か年計画であり、「健康的で、環境にやさしい、自転車に乗ろう！！～自転車を

正しく利用して、安全・安心なまち豊島区を楽しもう～」をスローガンに、自転車を利用した健康で安全・安心なま

ちづくりに取り組んでまいりました。 

今回策定した「豊島区自転車走行環境計画」は、自転車道、自転車専用通行帯の整備を理想として、まずは

安全・安心で快適に自転車を利用できるよう、本区の実態に即した走行環境を整備していく計画です。 

自転車走行環境の整備は、ナビラインを暫定的に敷設することで、自動車、歩行者との整序化を図り、近年、

増加傾向にある自転車による事故を減少させていきます。また、自転車の活用を促し、健康の維持・増進の効果

も期待できます。 

本区は、2012 年 11 月に「セーフコミュニティ」の国際認証を日本では 5 番目、東京では初めて取得しました。

「セーフコミュニティ」とは、世界保健機関（WHO）が推奨する、安全・安心なまちづくりの国際認証制度です。取り

組みを始めた当時は、自転車による交通事故の割合が高まっていたことから、「自転車利用の安全対策委員会」

を設置し、地域の方々との協働による様々な対策を実施してまいりました。その成果を、2017 年の再認証現地審

査で発表し、審査員から高い評価をいただきました。本年 2 月 1 日に、セーフコミュニティ国際認証を再び得て、

安全・安心を追求する新たな5年間がスタートいたしました。これからも区民の皆様や関係機関と協働の輪を広げ

ながら、けがや事故の予防に努めてまいります。 

近年増加傾向にある交通事故は、安全・安心なまちづくりを推進するセーフコミュニティ活動の重要な課題の

一つです。警視庁のデータでは、本区の特徴として、都内の交通事故総件数では 23区中 18番目、自転車事故

数では 23 区中 16 番目で、23 区の中では事故が少ない方ですが、総事故数に占める自転車の関与率は 41%

で、23区中 6番目となっています。自転車事故を減らすことが区内の交通事故を減少させることにつながります。

本計画は、2018年 6月から 10年の計画ですが、今後の都市計画や再開発の動きを踏まえ、前期 5年を対象に

詳細な整備計画を策定し、5年後に整備計画の見直しを図ってまいります。 

最後となりますが、計画の策定にご尽力いただきました太田勝敏会長をはじめとする協議会の委員の皆様に

厚く御礼を申し上げますとともに、今後とも本区の自転車対策、安全・安心なまちづくりのため、一層のご理解、ご

協力をお願いいたします。 

本計画の着実な実施により、区内の交通事故を減少させると共に、より多くの方が健康の維持・増進のため積

極的に自転車を活用されることを心から願っております。 

                 

2018年 6月 1日 

                         豊島区長 
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１．計画策定の目的 
 

①計画策定の目的 

⚫ 豊島区（以後、本区）では、自転車のもつ環境面や健康面での効果を活かし、自転車利用を

推進することで、より区民が暮らしやすく、来街者が区内で活動しやすい交通体系の実現を

目指しています。 

⚫ 一方で、歩行者に配慮せず歩道を走行したり、進行方向が定められた車道を逆走するなど、

一部の交通ルールを遵守しない不適切な自転車利用者が、自身のみならず、周りの歩行者等

も危険にさらしてしまうなど、課題も見られるようになりました。 

⚫ そのため区では、平成 28 年度に「第二次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」

（以後、自転車総合計画）を策定し、車道を中心とした自転車走行空間の整備、自転車等駐

車場（以後、駐輪場）の整備や、安全・安心を確保する適正な自転車利用の周知啓発等の取

組を進めています。 

⚫ 本計画は、この自転車総合計画における自転車走行空間づくりと、整備された走行空間を適

切に利用するための環境づくりを含めた、『自転車走行環境計画』（以後、本計画）として策

定するものです。 
 

②計画策定の経緯 

⚫ 自転車の活用推進は、平成 29 年 5 月に制定された「自転車活用推進法」を根拠法とする

国全体の取組として推進され、この基本方針の一つに「良好な自転車交通網の形成」が示さ

れています。 

⚫ また、自転車走行環境の整備に関しては、国土交通省、警察庁による「安全で快適な自転車

利用環境創出ガイドライン」（以後、ガイドライン）が策定され、これを踏まえた自転車ネ

ットワークの形成が求められます。 

⚫ 国の法制度等の整備と共に、自転車利用の多様化が進む中で、本区においても自転車総合計

画をその時々の社会情勢に合わせて改訂し、環境整備に取り組んでいます。 

⚫ 自転車総合計画に基づき策定する本計画は、下記の自転車総合計画の上位・関連計画に準じ

て検討を進めるものです。 

 

 豊島区自転車走行環境計画（本計画） 

 ・自転車走行環境の整備の基本方針、 

  対象路線、整備形態及び標準的な 

  構造等を示した計画 

 国の法制度・指針など 

 ・自転車活用推進法 

 ・安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン等 

 東京都の計画など 

 ・自転車走行空間整備推進計画 

 ・自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例等 

 豊島区基本計画  豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画 

 ・ハード、ソフト両面から、区の自転車利用環境を向上し、快適な 

  まちづくりを実現する  豊島区都市づくりビジョン 

 豊島区交通安全計画 

 
 前期／後期実施計画（仮称） 

  ※本計画を受けて策定する、 

   前期・後期の具体的な整備 

   実施計画 

区
の
計
画
な
ど 



 

3 

 

２．上位・関連計画について 
 

①国・都における自転車関連計画等について 

⚫ 自転車利用の多様化や、自転車が関わる歩行者、自動車、自転車同士の事故（以後、自転車

関連事故）の増加等を受けて、自転車走行環境の整備に関する法制度、ガイドラインが整備

され、国の自転車施策の重要な取組の一つとして各地で整備が進められています。 

⚫ また、このような国の動きや、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、

東京都では平成 24 年に策定した「自転車走行空間整備推進計画」等の計画に基づき、都道

等での整備を進めています。 

⚫ 区内での自転車走行環境の整備に関する、国や都の上位・関連計画は以下の通りです。 

 

A：自転車活用推進法 

【施行日】 平成 29年 5月 

【ねらい】 環境負荷が少なく、災害時に機動的であり、健康面での効果も期待される「自転車」

の活用を推進するための法律。 

【記載事項】 ○目的（第１条）及び基本理念（第２条） 

○国、地方公共団体、事業者、国民の責務（第３条～第６条） 

○関係者の連携及び協力（第７条） 

○自転車の活用の推進に関する基本方針（第８条。下記 15 項目による） 

○自転車活用推進計画 

（第９条(国)、第 10 条(都道府県)、第 11 条(市町村特別区含む)） 

○自転車活用推進本部の設置（第 12条、第 13条） 

※以後、雑則など 

 

  

◆自転車の活用の推進に関する基本方針 

一  良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路、自転車専用車両通行帯等の整備 

二  路外駐車場の整備及び時間制限駐車区間の指定の見直し 

三  自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する施設の整備 

四  自転車競技のための施設の整備 

五  高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備 

六  自転車の安全な利用に寄与する人材の育成及び資質の向上 

七  情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化 

八  自転車の利用者に対する交通安全に係る教育及び啓発 

九  自転車の活用による国民の健康の保持増進 

十  学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上 

十一  自転車と公共交通機関との連携の促進 

十二  災害時における自転車の有効活用に資する体制の整備 

十三  自転車を活用した国際交流の促進 

十四  自転車を活用した取組であって、国内外からの観光旅客の来訪の促進、 
    観光地の魅力の増進その他の地域の活性化に資するものに対する支援 

十五  前各号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関し特に必要と認められる施策 
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Ｂ：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

【施行日】 （第１期）平成 24 年 11 月策定 ➔（第２期）平成 28年 7月改訂 

【ねらい】 身近な移動手段として重要な役割を担う自転車の、安全で快適な利用環境を創出す

るために、自転車利用環境の創出の指針をガイドラインとして示すもの。 

【記載事項】 ○交通状況を踏まえた整備形態の選定の考え方 

○自転車利用環境の基本的な整備形態 

○適正利用に向けた周知啓発の方法  …など 
 

■ガイドラインでの「整備形態選定フロー」 

 

 
 

▼コラム：国ガイドライン「自転車通行空間の整備形態」の選定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

・上記フローでの理想的な整備形態を簡潔に

整理すると右図の通り。 

・整備計画は「理想形」として、自転車道、

自転車専用通行帯、車道混在の整備が位置

付けられる。 

・なお、理想形での整備が困難な場合、「暫定

形」での整備を認めるしくみとなっている。 
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■自転車道の標準的な整備形態（一方通行の場合） 

   
 

■自転車専用通行帯の標準的な整備形態（歩道がある区間） 
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■自転車ナビラインの標準的な整備形態（車道混在型：歩道のある道路の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▼コラム：各整備形態の特徴について 

・ガイドラインに定める自転車走行環境の理想的な３つの整備形態は、それぞれ構造分

離や交通規制等による違いがあります。 

・「１：自転車道」「２：自転車専用通行帯」は、交通規制に準じて必要な幅員が定めら

れており、道路構造的な制約が発生します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■平成 28 年改訂での 

 路面表示の標準化 
 

 ※ガイドラインより引用。 

  なおピクトグラムは、 

  都内の一般的な表記方法 

  を参考に検討。 

理想形 １：自転車道 ２：自転車専用通行帯 ３：自転車ナビライン 

走行環境 

イメージ 

   

整備条件 規制速度 50km/h 以上の場合 １と３以外の道路 
規制速度 40km/h 以下で、かつ 

交通量 4,000 台/日以下の場合 

整備位置 
自転車道 

（歩道、車道と完全に分離） 

車道の左側端 

（車道上に専用車線を設置） 

車道の左側端 

（通行場所を表示するのみ） 

構造分離 
○必要 

（分離柵、縁石等で物理的に分離） 

×不要 

（車道の一部を活用する） 

×不要 

（車道の一部を活用する） 

交通規制 
     ○「自転車専用」の 

      道路標識を設置 

     ○「自転車専用通行帯」 

      の道路標識を設置 
×専用の交通規制はない 

必要幅員 2.0ｍ（最小 1.5ｍ） 1.5ｍ（最小 1.0ｍ） 規定なし（1.0ｍを基本） 
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Ｃ：東京都自転車走行空間整備推進計画 

【施行日】 平成 24年 10月策定 

【ねらい】 歩行者、自転車、自動車それぞれの安全・安心を確保しながら、自転車走行空間を

整備することへのニーズに対応した、自転車走行空間の整備を推進するための計画。 

【記載事項】 ○整備手法の選定（下図イメージ図） 

○優先整備区間選定の４つの視点 

○平成 32 年度までの整備計画（約 100kmの整備を目標）  …など 
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②区における自転車関連計画等について 

Ａ：豊島区基本計画 2016-2025 

【施行日】 平成 28年 3月策定 

【ねらい】 「未来へ ひびきあう 人 ま

ち・としま／国際アート・カル

チャー都市」を目標像に掲げ、

福祉、教育、安全・安心等をキ

ーワードに、持続的に発展しつ

づけるまちの実現を目指す総

合計画。 

【記載事項】 政策 6-3 魅力を支える交通環

境づくり－施策 6-3-3 自転

車利用環境の充実の中で、東京

オリンピック・パラリンピック

の開催に向けた、安全で快適な

自転車走行環境の整備を明記。 

 

 

 

 

Ｂ：豊島区観光振興プラン 

【施行日】 平成 26年 3月策定 

【ねらい】 国際観光都市として、来街者増を図るため、豊島区独自の魅力を最大限に活かした

オンリーワンのまちづくりを目標とし、隠れた資源の発掘や新たな魅力の創出によ

り、新しい豊島区へステップアップしていくことを目指す計画。 

【記載事項】 ○豊島区は観光地というより、買い物に便利なまちとして捉えています。そのた

め、買い物客もまちを楽しむ観光客として認識し、買い物をしながらまち歩き

が楽しめるような観光まちづくりを推進する必要があります。 

○様々な目的で訪れる観光客が豊島区を存分に楽しめるよう、新たな豊島区の魅

力や観光資源を発掘すると共に、それらを活用した回遊ルートの設定と、にぎ

わいの創出を推進します。 

○観光振興を効果的、継続的に進める多様な主体との協働とマネジメントシステ

ムの構築に取組むと共に、豊島区を訪れる人々が快適に過ごせるような都市基

盤整備を進めます。 
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Ｃ：池袋駅周辺地域基盤整備方針 

【施行日】 平成 29年 5月 中間報告 ➔ 平成 30年 5月策定予定 

【ねらい】 池袋駅周辺地域まちづくりガイドラインに示す、公民が連携した池袋駅周辺地域の

都市再生を展開するために必要となる都市基盤のあり方や整備方策等を示すもの。 

公民の関係者間で都市基盤の将来像を共有することにより、都市再生事業の進捗に

併せた都市基盤の再編、拡充整備を進め、都市機能の更新を図る。 

【記載事項】 ■目標 

○“各交通モードの体系的な道路ネットワークの形成”による自動車・自転車流 

動の整序化 

○周辺都市開発に併せた駐車場・駐輪場の整備により駐車・駐輪施設を適正に

配置 

■方針と取組 

○自転車ネットワーク及び利用環境に応じた自転車走行空間の整備 

○東西連絡通路（北デッキ・南デッキ）整備に併せ、WE ロードを活用した東

西横断動線の強化 

○自転車駐車場やシェアサイクル機能を有する“アート・カルチャー・ハブ”や

“アート・カルチャー・スポット”の整備 

○周辺都市開発と連携した自転車駐車場の整備 
 

 

 
【出典】第６回池袋駅周辺地域再生委員会資料「池袋駅周辺地域基盤整備方針（案）」より 

※表記内容は、位置や規模を

特定するものではありま

せん。今後、詳細に検討し

ていきます。 
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Ｄ：第二次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画 

【施行日】 平成 28年 4月策定 

【ねらい】 自転車等の利用に伴う諸問題を明らかにし、その適切な利用と放置対策・自転車駐

車場整備の方向性を示すことで、ハード・ソフトの両面から関連施策を推進し、快

適なまちづくりの実現に資することを目的とした計画。 

【記載事項】○東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、多様化する自転車利用者需

要を想定し、自転車走行空間の整備やシェアサイクル、再生自転車の活用を通じ

て、「自転車利活用の総合的な推進」を図る。 

○区は、国や都そして近隣自治体と協力しつつより自転車の活用を推進し、歩行者

の安全が確保された道路空間の整備に努める。 

〇車道の通行を基本に、区の道路事情に応じた自転車走行空間の確保を目指す。 

〇東京の自転車利用の特徴を踏まえ、国、都、区等と連携し、国道、都道、区道等

の自転車走行空間を連続させるべく、新たに自転車ネットワーク計画を策定する。 

〇連続した安全で快適な自転車走行空間の確保のため、国や都の施策動向に対応し

ていくものとする。 

〇道路空間が狭く歩行者や自転車のための通行空間整備が困難な場合は、地元住民

や利用者の意見を踏まえながら、自転車走行空間の確保を目指す。また、自転車

を降りて押すことの推進等、道路空間のゆずりあい利用について地域と連携した

マナーの向上活動を行い、自転車利用環境の向上を目指す。 

〇自転車の走行空間と駐車車両の占める空間は競合するため、物流における荷捌き

や、バスやタクシー等の公共交通機関の乗降等を踏まえつつ、警察と地域が一体

となって違法駐車を抑制するための取組を実施することで自転車走行環境の確保

を目指す。 
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Ｅ：板橋区・豊島区自転車利用環境整備基本計画 

【施行日】 平成 12年度策定 

【ねらい】 板橋・豊島両区が、平成 11 年 12 月 9 日、建設省（現 国土交通省）の自転車利

用環境整備モデル都市に指定されたことを受け、今後都市における日常的な交通手

段として、自転車の利用促進を図るため、自転車が快適かつ安全に走行できる空間

の整備に向けた基本計画。 

【記載事項】○車道及び歩道から独立した自転車走行空

間を整備することによって、歩行者と自

転車・自動車利用者の分離による安全

性・快適性の向上を図る。 

      〇自転車走行空間をまちの景観を構成する

重要な要素の一つとして捉え、沿道空間

と一体となった魅力あふれる自転車走行

空間の形成を図る。 

      〇ネットワーク性の確保に重点をおき、道

路の横断構成の変化に柔軟に対応して、

連続した自転車走行空間の確保を図る。 

 

■自転車ネットワークの設定（自転車駐車場含む） 

 

歩道上分離型の整備イメージ 

（代表イメージ） 
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３．上位・関連計画における配慮点 

⚫ 自転車走行環境の整備については、全国共通の構造や交通規制、交通ルールを基本として、

国の見据える自転車利用環境の創出に繋がるよう、整合を図る必要があります。 

⚫ 東京都においても自転車の多様化と事故の多発を受けて、既に一部の都道では自転車走行環

境の整備が進められており、区でもこれらとの整合を図ることも必要となります。 

⚫ また、全国的にも有数の商業、業務集積地である池袋駅周辺では、今後の再開発を契機にま

ちづくりが進んでいきます。 

⚫ これらの計画と整合を図りながら、区民や来街者にとって安全・安心な自転車走行環境をつ

くり、繁華街を楽しむ歩行者と共存できるまちの実現が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 配慮点① 国の見据える自転車利用環境整備との整合 

⚫ 全国的な自転車利用の増加、多様化と、それに伴う自転車関連事故の発生を受けて、国

では自転車の利用環境を改善するための法制度、計画等を策定しています。 

⚫ この中で、自転車の走行環境整備に関しては、平成 24 年に利用環境ガイドラインが示

され、平成 28 年には車道通行を原則とした改訂が行われています。 

⚫ 本区においても、国の法制度や計画、指針を踏まえながら、区の状況にあった整備を進

めていくことが必要です。 

 配慮点② 都の自転車走行環境整備の方向性との整合 

⚫ 東京都では、平成 32 年度までに約 100km の自転車走行環境の整備を目指し、整備

が進められています。 

⚫ 区内では、既に整備された区間（主に、歩道内での自転車の通行場所を整備）を中心に、

整備が進められているほか、今後の都市計画道路整備の中でも、自転車の通行場所が確

保される予定となっています。 

⚫ 都の既存整備及び今後整備が進む区間との連続性に配慮しながらも、国のガイドライン

を踏まえた整備形態での、連携した整備を進めることが必要です。 

 配慮点③ 池袋駅周辺でのまちづくりと連動した整備の推進 

⚫ 池袋駅周辺では、今後、再開発を伴う駅周辺のまちづくりが進みます。 

⚫ この計画の中では、繁華街に集まる歩行者が安全・安心に通行できることを前提として、

車両である自転車、自動車の適切な通行を確保するための検討が進められています。 

⚫ 本計画は、既存道路を中心とした自転車ネットワークの整備を図りますが、池袋駅周辺

など、今後、別計画が進む地域に関して、別計画と連動し、自転車が安全・安心に走行

できる環境の確保を促していくことが必要です。 


